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岐阜県清流の国推進部外国人活躍・共生社会推進課長  

 

新型コロナウイルス感染症に関する外国人への警戒継続の周知について（依頼） 

 

 日頃より、県多文化共生推進施策に対し、ご理解、ご協力をいただきありがとうご

ざいます。 

新型コロナウイルス感染症については、9 月 1 日、第２波非常事態を解除したとこ

ろですが、引き続き警戒を緩めることなく、高感染リスクの場を回避するなど、家族

内や職場、学校での感染防止のため慎重な行動を心がけることが必要です。また、感

染者等への差別や非難をなくすことも必要です。 

このたび、「油断なく警戒継続」、「ストップ『コロナ・ハラスメント』宣言」を翻訳

しましたので、外国人等、日本語の理解が困難な方への周知にご協力をいただきます

ようお願いします。 

また、厚生労働省では、別添（写）のとおり、新型コロナウイルス感染症に関する

外国語対応ホームページを開設し、感染防止方法や相談先、医療機関の受診方法等を

多言語で紹介していますので、併せてご案内します。 

 

＜啓発チラシ掲載ホームページ＞ 

公益財団法人岐阜県国際交流センターホームページ

「油断なく警戒継続」、「ストップ『コロナ・ハラスメント』宣言」 

以下の言語版を作成（予定） 

英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語 

ＵＲＬ：https://www.gic.or.jp/2020/09/covid-19.html 

  

※日本語・英語版のチラシを送付いたします。他の言語については翻訳でき次第、掲載しますの

で、周知にあたっては、必要な言語版を上記ＨＰからダウンロードしてください。 
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